
 

公  示  

 

次のとおり公募します。 

 

令和８年２月６日 

 

支出負担行為担当官 

茨城労働局総務部長 後藤 稔 

 

１ 公募内容 

（１）事業名 

労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 67 条第１項の健康管理手帳及び

船員健康管理手帳の所持者に対する健康診断事業で、次の２に掲げる業務に係る

健康診断事業 

（２）事業の趣旨 

がんその他の重度の健康障害を生じるおそれのある業務に従事したことのあ

る離職者の健康管理を図ることを目的とする。 

 

２ 事業内容 

次の業務に従事していたものに対する健康診断 

（１）ベンジジン等業務関係（労働安全衛生法施行令（昭和 47 年政令第 318 号）第

23 条第１号、第２号又は第 12 号の業務） 

（２）粉じん業務関係（同条第３号の業務） 

（３）クロム酸等業務関係（同条第４号の業務） 

（４）砒素業務関係（同条第５号の業務） 

（５）コールタール業務関係（同条第６号の業務） 

（６）ビス（クロロメチル）エーテル業務関係（同条第７号の業務） 

（７）ベリリウム業務関係（同条第８号の業務） 

（８）ベンゾトリクロリド業務関係（同条第９号の業務） 

（９）塩化ビニル業務関係（同条第 10 号の業務） 

（10）石綿業務関係（同条第 11 号の業務） 

（11）１、２－ジクロロプロパン業務関係（同条第 13 号の業務） 

（12）オルト－トルイジン業務関係（同条第 14 号の業務） 

（13）３、３’―ジクロロ―４、４’―ジアミノジフェニルメタン業務関係（同条第

15 号の業務） 

    

３ 事業の実施期間 

契約締結日から令和９年３月 31 日まで 

  



４ 公募に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１）予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、被補佐

人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、

特別な理由がある場合に該当する。 

（２）予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

（３）労働保険に加入しており、かつ労働保険料の滞納が無いこと（直近２年間の労

働保険料の未納がないこと。）。 

（４）厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。 

（５）過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分などを受けてない者

であること。 

 

５ 特殊な技術等の条件 

茨城県内に所在する医療機関で下記の選定基準等を満たしていること。 

茨城労働局は、次に示す要件を満たす者の中から、援助対象者の利便も考慮して

医療機関を選定する。 

（１）国が指定する検査に関し専門的知識及び経験を有する医師が充員されており、

当該医師がその検査を実施できること。 

（２）臨床検査技師等、国が指定する検査を円滑に遂行するために必要な者が充員さ

れていること。 

（３）委託する健康診断の実施に必要な次の設備が装備されていること。 

エックス線特殊撮影装置 

（４）公益社団法人全国労働衛生団体連合会の行う総合精度管理事業に参加している

等、精度管理に努めていること。 

その他、国が指定する検査等の詳細（本通達）については、「10 照会先」にて

交付する。 

 

６ 公募内容等の条件を満たす旨の意思表示 

この公募内容等の条件を満たしている者で、参加を希望する者は、以下により意

思表示を行うこと。 

（１）意思表示期限  令和８年２月２７日 

（２）意思表示先   茨城労働局労働基準部健康安全課（担当 飯塚、深津） 

（３）意思表示方法  上記意思表示先へ「健康管理手帳所持者及び船員健康管理手

帳の所持者に対する健康診断事業」に係る公募内容等の条件を

満たす旨の意思表示について」（意思表示様式、本公示の最終

頁に記載）を提出し、選定基準等の確認を受ける。文書は持参

することとし、郵送する場合は書留とすること。電子ファイル、

ファクシミリでの提出は受け付けない。 

（電話：029－224－6215） 

  



７ 契約 

（１）委託契約の締結 

委託契約は、茨城労働局と選定された者の代表との間で、別に提示する委託契

約書に基づき締結する。 

ただし、契約条件が合意しない場合には、委託契約の締結は行わない。 

（２）委託費の支払 

委託医療機関が当該健康診断を実施した月の翌月の 15 日までに指定の様式で

健康診断に要した費用請求を行い、茨城労働局が審査・確定した費用を支払う精

算払とする。なお、健康診断費の単価等については別途定める。 

（（１）の別に提示する委託契約書（例）、（２）の指定の様式、別途定め等詳細

（本通達及び指針）は、「10 照会先」にて交付する。）。 

 

８ 再委託の制限 

（１）委託契約の全部を再委託することはできない。 

（２）委託契約の一部を再委託（委託契約の目的となる行為を第三者に委託、請け負

わせることで、物品費等の支出は含まない。）する場合には、茨城労働局長の承認

を受けるものとする。 

 

９ その他 

（１）委託手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

（２）契約保証金 

免除 

（３）本事業の公募のために提出された書類の取扱 

① 提出された書類は返却しない。 

② 提出された書類は本事業の公募に関する目的以外には使用しない。 

③ 作成及び提出に係る費用は全て応募者の負担とする。 

（４）下の「10 照会先」にて交付する本通達は、上記の６（１）の意思表示期限の日

までに照会すること。 

 

10 照会先 

住 所：〒310－8511 茨城県水戸市宮町 1－8－31 

担 当：茨城労働局労働基準部健康安全課（担当 飯塚、深津） 

電 話：029－224－6215 


